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太田川水系ダム管理連絡調整協議会（第１回）議事概要 

日  時 令和２年 12月 17日(水) 午前 10時から 11時まで 

場  所 県庁西館４階第１会議室Ｃ(静岡市葵区追手町 9-6) 

出 席 者 

職・氏名 

○委 員 ６名 

 中遠農林事務所 所長 森谷浩行 

経済産業部農地局農地整備課 課長 田保豪 
企業局水道企画課 課長 海野雅之 

企業局西部事務所 技監 内山武志（代理出席） 

 交通基盤部河川砂防局河川企画課 課長 望月嘉徳 

袋井土木事務所 所長 古梶隆宏 

 

○オブザーバー ２名 

 経済産業部農地局農地計画課 技監 石田敦志 

 静岡県くらし･環境部環境局水利用課 課長 市川浩司 

 

○事務局 

袋井土木事務所企画検査課 課長 三浦洋一、主任 小野田紘貴 

配布資料 

・議事次第 

・出席者名簿 

・配席図 

・太田川水系ダム管理連絡調整協議会規約(案) 【資料１】 

・太田川水系治水協定(案) 【資料２】 

・太田川水系治水協定説明資料【資料３】 

・既設ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく工程表（太田川

水系）（素案）【資料４】 

・今後の予定について【資料５】 
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議事概要 

(1) 太田川水系ダム管理連絡調整協議会の規約(案)について 

袋井土木事務所が資料１を説明し、承諾された。（12/17 施行） 

   

(2) 太田川水系治水協定(案)について 

事務局が資料２及び資料３を説明した。主な意見は次のとおり。 

・原野谷川農地防災ダムでは、常時、貯水をしておらず、洪水調節可

能容量は概ね確保されており、事前放流を伴わない。（農地整備課） 

・ 治水協定(案)別紙の原野谷川農地防災ダムの記載について、事前放

流を伴わないことを踏まえ、洪水調節可能容量及び基準降雨量の記

載に注釈を付けるなど再検討されたい。（中遠農林事務所） 

・ 協定案４ページの施設改良が必要な場合の対応等の検討について

は、今後、一緒になって検討していきたい。（中遠農林事務所） 

・ 農業者が独自で（ネットを使って）情報収集するのは難しいため、

情報共有のあり方について検討が必要だ。（農地整備課） 

・ 気候変動による水災害リスクに備えるためには、あらゆる関係者に

より流域全体で行う治水「流域治水」に転換していく必要があり、

事前放流は「流域治水」における肝の一つとなっている。（河川企

画課） 

 

(3) 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた工程表（素案）について 

 事務局が資料４を説明した。主な意見は次のとおり。 

・資料を補足する。現在、サイポスレーダーには、原野谷川農地防災ダムの水

位情報のみ表示されているが、今後実施する事業を活用し、放流量と流入量

についても記載できるよう整備を進めていく。（農地整備課） 

・農水省に問合せたところ、農業用ダムに事前放流機能を持たせようとしてい

るのは本県だけであった。機能を強化するためには、河川管理者や利水者の

負担が必要だと考えている。（農地整備課） 

・常に国土交通省から情報収集しているが、現時点では、農業用ダムに事前放

流機能を持たせるため費用を河川管理者が負担することについての情報は

ない。今後も情報収集と共有に努める。（河川企画課） 

 

(4) 今後の予定について 

 事務局が資料５を説明した。 



太田川水系ダム管理連絡調整協議会（第１回） 

 

日時：令和２年 12月 17日(木) 午前 10時から 

場所：県庁西館４階第１会議室Ｃ 

 

 

議事次第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

(1) 太田川水系ダム管理連絡調整協議会の規約(案)について 

(2) 太田川水系治水協定(案)について 

(3) 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた工程表（素案）について 

(4) 今後の流れについて 

(5) 意見交換 

 

３ その他 

 

４ 閉会 

 

配布資料 

・議事次第 

 ・出席者名簿 

・配席図 

・太田川水系ダム管理連絡調整協議会規約(案) 【資料１】 

・太田川水系治水協定(案) 【資料２】 

・太田川水系治水協定説明資料【資料３】 

・既設ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく工程表（太田川水系）（素案）【資料４】  

・今後の予定について【資料５】 



太田川水系ダム管理連絡調整協議会（第１回）出席者名簿 

■協議会委員 

所属 役職 氏名 備考 

中遠農林事務所 所長 森谷 浩行 他 随行１名 

経済産業部農地局農地整備課 課長 田保 豪 他 随行１名 

企業局水道企画課 課長 海野 雅之 他 随行１名 

企業局西部事務所 技監 内山 武志 代理 

交通基盤部河川砂防局河川企画課 課長 望月 嘉徳  

袋井土木事務所 所長 古梶 隆宏  

 

■オブザーバー 

所属 役職 氏名 備考 

経済産業部農地局農地計画課 技監 石田 敦志 他 随行１名 

くらし･環境部環境局水利用課 課長 市川 浩司 他 随行１名 

 

■協議会事務局 

所属 役職 氏名 備考 

袋井土木事務所企画検査課 課長 三浦 洋一  

袋井土木事務所企画検査課 主査 山田 毅  

袋井土木事務所企画検査課 主任 小野田紘貴  

袋井土木事務所河川改良課 班長 松浦 元彦  

袋井土木事務所河川改良課 主査 浦田 芳孝  

交通基盤部河川砂防局河川企画課 班長 徳増 智史  

交通基盤部河川砂防局河川企画課 主査 池谷 幸彦  

交通基盤部河川砂防局河川企画課 技師 石川 峻亮  

 



入口

企業局
水道企画課

(随行)

企業局
水道企画課

農地整備課
農地整備課

(随行)

企業局
西部事務所

中遠農林
事務所

中遠農林
事務所
(随行)

(事務局)
司会

(事務局)

(事務局) (事務局)(事務局)

(事務局)

(事務局)

太田川水系ダム管理連絡調整協議会 （第１回）配席図

オブサーバー

委員

事務局

袋井土木
事務所

河川企画課

水利用課

水利用課
(随行)

農地計画課
(随行)

農地計画課

(事務局)
説明



 
 

1 
 

太田川水系ダム管理連絡調整協議会 規約(案)  
 

（名称） 

第１条 本会は、「太田川水系ダム管理連絡調整協議会」(以下「協議会」と

いう｡)と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、近年の水害の激甚化等を踏まえ、太田川水系のダムによる

洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関等の緊密なる連携の

下、総合的な検討を行い、既存ダムの洪水調節機能強化について目標を

共有し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に推進するための協

議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の組織） 

第３条 協議会は、河川管理者と全てのダム管理者及び関係水利使用者(ダム

に権利を有する者)のうち、別表－１に掲げる委員をもって構成する。 

 

２ 協議会には議長を置くものとし、議長は静岡県袋井土木事務所長をもって

これに充てる。 

 

３ 議長は、協議会を代表して会務を総括し、必要と認めるときは協議会を招

集するものとする。 

 

４ 委員は、協議会に出席できない場合には代理の者を出席させることができ

るものとする。 

 

５ 協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を

要請し、意見を求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会において実施する事項は、次の各号に掲げるものとする。 

 

(1) 「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」(令和元年12月12日 

既存ダムの洪水調整機能強化に向けた検討会議決定)に基づく治水協定締

結に向けた合意形成。 

 

資料１ 
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(2) 円滑な取組が実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む

事項に関する情報共有。 

 

(3) 「治水協定」に記載した取組の進捗状況のフォローアップ。 

 

(4) その他協議会で必要と認めた事項。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に実務担当者による幹事

会を置き、協議会の運営に必要な情報交換・各種調整を行う。 

 

２ 幹事会は、別表－２に掲げる幹事をもって構成する。 

 

３ 幹事会には幹事長を置くものとし、幹事長は静岡県袋井土木事務所次長を

もってこれに充てる。 

 

４ 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、議事運営を行う。 

 

５ 幹事は、幹事会に出席できない場合には代理の者を出席させることができ

るものとする。 

 

６ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて幹事以外の者の出席を

要請し、意見を求めることができる。 

 

（オブザーバー） 

第６条 オブザーバーは、別表－３に掲げる組織に所属する者とし、協議会及

び幹事会に出席することができる。 

 

（事務局） 

第７条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

 

２ 事務局は、静岡県袋井土木事務所が務める。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として公開とする。ただし、協議内容によっては、あ

らかじめ委員の意見を聴いた上で、非公開とすることができる。 
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２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することによ

り、公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとす

る。ただし、個人情報等で公開することが適切でない資料等について

は、協議会の了解を得て公表しないものとする。 

 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の

確認を得た後、公表するものとする。 

 

（雑則） 

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項につい

ては、協議会に諮って定めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 本規約は、令和２年12月 日から施行する。 

 

（委員又は幹事の変更） 

第２条 本規約第３条第１項に規定する委員及び第５条第２項に規定する幹事

については、当該委員又は幹事の所属する機関の判断により変更するこ

とができるものとする。 

 

２ 前項の変更を行った機関は、速やかに変更内容を事務局に連絡するものと

し、連絡を受けた事務局はその内容を速やかに他の機関に周知するものとす

る。 
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別表－１ 

太田川水系ダム管理連絡調整協議会 

組織名 委員 備考 

静岡県袋井土木事務所 所長  

静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課 課長  

静岡県中遠農林事務所 所長  

静岡県経済産業部農地局農地整備課 課長  

静岡県企業局西部事務所 所長  

静岡県企業局水道企画課 課長  

 

別表－２ 

太田川水系ダム管理連絡調整協議会 幹事会 

組織名 幹事 備考 

静岡県袋井土木事務所 次長  

静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課 課長代理  

静岡県中遠農林事務所 農山村整備部長  

静岡県経済産業部農地局農地整備課 課長代理  

静岡県企業局西部事務所 技監  

静岡県企業局水道企画課 課長代理  

 

別表－３ 

オブザーバー 

組織名 備考 

静岡県経済産業部農地局農地計画課 太田川上流用水 

静岡県くらし･環境部環境局水利用課  

 



 

1 
 

太田川水系治水協定(案) 

 

二級河川太田川水系において、河川管理者である静岡県及びダム管理

者である静岡県並びに関係利水者(ダムに権利を有する者をいう。以下同

じ｡)は、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」１(令和元年

12 月 12 日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議 ２決定)に基づ

き、河川について水害の発生の防止等が図られるよう、下記のとおり協定

を締結し、同水系で運用されている太田川ダム及び原野谷川農地防災ダ

ム(以下「既存ダム」という｡)の洪水調節機能の強化を推進する。 

 

記 

 

１ 洪水調節機能強化の基本的な方針 

(1) 既存ダムの有効貯水容量 ３(貯水し利活用することができる容量)

を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水調節容量 ４を使用する洪

水調節に加えて、事前放流 ５により、一時的に洪水を調節するための

容量を利水容量 ６から確保する。 

なお、この取組によって水害の発生を完全に防ぐものではないため、

引き続き水害の発生を想定したハード･ソフト面の対応が必要であ

る。 

(2)  既存ダムの洪水調節機能の強化のための方策として、「２ 事前放

流の実施方針」に基づき、事前放流を実施する。 

(3) 本協定の対象とする既存ダムの洪水調節容量及び洪水調節可能容

量 ７(利水容量のうち、洪水調節に利用可能な容量)は、別紙のとおり

である。なお、洪水調節可能容量について見直す場合は、「太田川水

系ダム管理連絡調整協議会」８(以下「協議会」という｡)で協議し、別

紙を修正する。 

(4) 本協定に基づく事前放流は、洪水調節可能容量を活用し、この容量

の範囲において行うこととする。 

 

２ 事前放流の実施方針 

・ 静岡県袋井土木事務所(以下「河川管理者」という｡)は、気象庁か

ら太田川水系に関わる「台風に関する気象情報（全般台風情報）」、「大

資料２ 
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雨に関する全般気象情報」のいずれかが発表されるなど事前放流を実

施する見込みがあるとき、又は、これらの気象情報が未発表ながらも、

天竜川水系(下流)等の近隣の他水系で事前放流が開始された場合な

ど必要であると判断したときは、静岡県袋井土木事務所及び静岡県中

遠農林事務所(以下「ダム管理者」という｡)へその旨を情報提供し、

事前放流を実施する態勢に入るよう伝える。 

・ 河川管理者は、気象情報や河川の状況を総合的に判断し、対応が不

要と判断したときは、ダム管理者へ事前放流を実施する態勢を解除す

るよう伝える。 

・ ダム管理者は、本実施方針に基づき、事前放流を実施するものとす

る。実施にあたっては、「(3)事前放流のルールの策定」に定めるルー

ルに従うとともに、河川管理者、関係利水者及び太田川原野谷川治水

水防組合 (以下「治水水防組合」という｡)と連絡を取り合い、情報共

有を図るものとする｡ 

 

(1) 事前放流の実施判断の条件 

   事前放流は次に掲げる場合に実施することを原則とする。 

ア 国土交通省が気象庁の予測を基に提示する、ダムごとの上流域予

測降雨量が、別紙に定めるダムごとの基準降雨量 ９以上である場合。 

 

(2) 事前放流の量(ダムの水位低下量)の考え方 

事前放流の量(ダムの水位低下量)は、洪水調節可能容量の範囲に 

おいて、次のとおりとすることを原則とする。 

ア 基本方針に基づき国土交通省が策定した「事前放流のガイドラ

イン」に示される方法により設定したもの。 

イ 上記の量の算定にあたっては、国土交通省が示すダムごとの上

流域予測降雨量の更新に応じて、その量を見直すことが望ましい。 

 

(3) 事前放流のルールの策定 

事前放流については、操作規則及び操作細則並びに操作規程 10に基

づき、その開始基準、中断基準等を規定する実施要領を作成して実施

することを原則とする。 

操作規則及び操作細則並びに操作規程の変更が必要な場合は、河川

法等の所定の手続に則り行うものとする。 



 

3 
 

  

３ 緊急時の連絡体制の構築 

河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び治水水防組合を構成する関

係自治体(袋井市、磐田市、掛川市、森町)の間で、緊急時に、常に即時

かつ直接に連絡を取れるよう、責任者及び連絡方法を明らかにして共有

する。 

 

４ 情報共有のあり方 

河川管理者、ダム管理者、関係利水者、治水水防組合及び治水水防組

合を構成する関係自治体の間で、事前放流を実施する態勢に入る場合に

は、以下に掲げる情報を随時それぞれの方法により共有する。 

 

情報 方法 

太田川ダムの貯水位、流入量、放

流量(リアルタイムの値) 

原野谷川農地防災ダムの水位 

各者が、国土交通省「川の防災情

報」又は静岡県「サイポスレーダ

ー」を利用(掲示・閲覧) 

事前放流を実施するに当たっての

気象情報(降雨予測手法等) 

ダム管理者が、気象庁から発表さ

れる気象情報(降雨予測手法等

(GSM11、MSM12等))のいずれを利用

しているかについて、河川管理者

へ情報提供(集約) 

太田川ダム及び原野谷川農地防災

ダムの下流の河川水位 

各者が、国土交通省「川の防災情

報」又は静岡県「サイポスレーダ

ー」を利用(掲示・閲覧) 

避難に係る準備・勧告・指示の発

令状況 

各者が、静岡県、関係自治体(袋井

市、磐田市、掛川市、森町)の防災

情報サイト等を利用(掲示・閲覧) 

 

５ 事前放流により深刻な水不足が生じないようにするための措置 

   事前放流の実施後、「２(2) 事前放流の量(ダムの水位低下量)の考

え方」に則り低下させた貯水位が回復せずダムからの補給による水

利用が困難となるおそれが生じた場合、河川管理者は水利用の調整

に関して関係利水者の相談に応じ、必要な情報を提供し、関係者間の

水利用の調整が円滑に行われるよう努める。 
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６ 洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応 

   効果的な事前放流(限られた期間にできる限りの放流をすること)

を行う上では放流設備の放流能力が小さく制約がある等の場合に、

施設改良をすることにより本水系の洪水調節機能強化に一定の効果

が認められるダムについては、河川管理者と当該ダム管理者及び関

係利水者が協働し、別途作成する工程表に則って必要な対応を進め

ていくこととする。 

 

７ その他 

(1) 事前放流のルールの策定及び運用については、協議会で協議・情報

共有を行う。 

(2) 更なる洪水調節機能の強化に向けて洪水調節可能容量の増量、基準

降雨量、事前放流のルールの変更等を行う場合は、協議会で協議する。 

(3) 本協定に定める事項は、本水系の河川整備計画 13の点検時等にあわ

せて効果の検証や内容の点検を行い、必要に応じて見直しを行う。 

(4) 本協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、協議会

で協議して定める。 

 

 本協定締結の証として、本書３通を作成し、各者は記名押印の上、各

自１通を保有するものとする。 

 

令和３年 月 日 

 

静岡県企業局西部事務所長  

北沢 隆夫 

 

 

静岡県中遠農林事務所長  

森谷 浩行 

 

 

静岡県袋井土木事務所長  

古梶 隆宏 
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別紙 

 

洪水調節可能容量等 

ダ ム 名 
洪水調節容量 

(千 m３) 

洪水調節可能 

容量(千 m３) 

基準降雨量 

(mm/24時間) 

太田川ダム 6,000   346 352 

原 野 谷 川 

農地防災ダム 
0 1,207 172 
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太田川水系治水協定における用語説明 

 用語 解説 

１ 

既存ダムの洪

水調節機能の

強化に向けた

基本方針 

政府が「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」を

開催して令和元年 12月 12日に策定した、緊急時において既

存ダムの有効貯水容量 ３を洪水調節に最大限活用できるよう

定めた基本的な方針 

２ 

既存ダムの洪

水調節機能強

化に向けた検

討会議 

水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の

強化に向け、総合的な検討を行うための会議のこと 

３ 有効貯水容量 
ダムの総貯水容量 Aから堆砂容量 Bを除いた容量 

(貯水し利活用することができる容量) 

   

   
A 総貯水容量 

･太田川ダムでは、洪水調節容量 ４、上水に利用する容量、流

水の正常な機能の維持のために必要な容量、堆砂容量を合計

したもの 

･原野谷川農地防災ダムでは、農地防災容量(洪水調節)C、堆砂

容量を合計したもの 

 B 堆砂容量 
一定期間にダム貯水池に堆積すると予想される流入土砂を

貯える容量 

 C 農地防災容量 
農地、農業用施設の洪水被害を防止するための貯水容量で、

最低水位から洪水時水位(サーチャージ水位 D)までの容量 

 D 
サーチャージ

水位 
洪水時に一時的に貯水池に貯めることができる最高の水位 

４ 洪水調節容量 

･洪水時に一時的に貯水池に貯めることができる容量で、太

田川ダムでは、常時満水位 Eから洪水時水位(サーチャージ

水位)までの容量 

 E 常時満水位 

･太田川ダムでは、利水に使用するために、貯水池に貯めるこ

とができる最高の水位 

渇水と洪水の時期以外は常時この水位に保たれる。 

･原野谷川農地防災ダムでは、平常時は貯水しないため、常時

満水位の設定はない 
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 用語 解説 

５ 事前放流 

･太田川ダムでは、大規模な洪水が想定される場合に、利水容

量の一部を洪水の発生前に放流し、洪水を調節するための

容量を確保する操作のこと 

･原野谷川農地防災ダムでは、常時、貯水しておらず、洪水調

節可能容量は概ね確保されており、事前放流を伴わない 

６ 利水容量 

･太田川ダムでは、最低水位 Fから常時満水位までの上水に利

用する容量及び流水の正常な機能の維持のために必要な容

量 

･原野谷川農地防災ダムでは、最低水位から洪水時水位まで

の農地防災容量 

    F 最低水位 
貯水池の運用計画上の最低の水位で、ダムの堆砂容量に水平

に堆砂したときの堆砂上面 

７ 
洪水調節可能

容量 

事前放流等により、一時的に洪水調節に利用可能な利水容量

(農地防災容量を含む)の合計であり、洪水調節に利用可能な

最大の容量 

実際の運用では、予測降雨量により貯水池へ流入する総量を

算出し、必要に応じてこの容量の範囲内で事前放流して、貯

水できる容量を確保する 

太田川ダムでは利水容量の一部、原野谷川農地防災ダムでは

農地防災容量が洪水調節可能容量となる 

８ 

太田川水系ダ

ム管理連絡調

整協議会 

河川管理者、ダム管理者、関係利水者で構成され、太田川ダム

及び原野谷川農地防災ダムの洪水調節機能強化を推進するた

めの検討に係る協議･情報共有を行うことを目的とした協議

会のこと 

９ 基準降雨量 

事前放流の実施を判断する基準となる降雨量であり、ダム下

流の河川で洪水による氾濫等の被害を生じさせるおそれのあ

る規模の降雨の継続時間を考慮したダム上流域の雨量(流域

平均) 

10 

操作規則 

操作細則 

操作規程 

ダムの操作の方法を定めたもの 
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 用語 解説 

11 
GSM(全球モデ

ル) 

日本が位置する温帯域だけでなく、気象特性が異なる熱帯域

や極域の地球全体の気象から、84時間先までを気象予測 

12 
MSM(メソモデ

ル) 

水平格子間隔５kmで日本とその近海を計算領域として、39時

間先までを気象予測 

13 河川整備計画 
河川法第 16 条の２に規定される、河川管理者が、河川の整

備を実施すべき区間等について記載した計画 
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(参考) 

太田川ダム貯水池容量配分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原野谷川農地防災ダム貯水池容量配分図 
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資料 ４

令和２年12月17日時点 

太田川ダム 静岡県袋井土木事務所 施設改良

原野谷川農地
防災ダム

静岡県中遠農林事務所
情報網
施設改良

R9

※太田川ダムの施設改良等に関し、洪水調節機能強化に一定の効果が認められる場合は、河川・ダム管理者及び関係利水者が協働し、検討・調整・協議を行
　い、必要な対応を進める。

※原野谷川農地防災ダムは、洪水調節機能強化に係る事業制度の対象に位置付けられていないため、ハード・ソフトの費用負担を伴う場合は、必要に応じて、
　河川管理者とダム管理者が協働し、検討・協議を行い必要な対応を進める。

R8 R10以降

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく工程表(太田川水系)(素案)

ダム（主要事項） 管理者名 項目

工程

備考
R7R3 R4 R5 R6

①調整・協議（取水設備の改良の可否について）

②施設改良の検討・設計・工事実施

①情報網の整備（リアルタイム観測通信システムの整備）

②調整・協議（洪水調節機能強化の可否について）

③施設改良検討・設計



今後の予定について 
 

 
・本年度内に「治水協定の締結」及び「事前放流実施要領（案）の協議・情報共有」 

 を行なう。 

・次期出水期（令和３年６月～）からの事前放流の運用開始を目指す。 

 

 
 
 
□ 第 1回協議会 ・・・【令和２年 12月 17日開催】 

・ 太田川水系ダム管理連絡調整協議会の設立 

・ 治水協定（案）の提示   など 

 

 

 

 

今後のスケジュール 
 
 

□ 第 1回幹事会 ・・・【令和３年 1月 27日開催予定】 

・治水協定（案）の提示 ※第１回協議会及び意見照会の結果を反映 

・事前放流実施要領（案）の提示    など 

 

□ 第 2回協議会 ・・・【令和３年 3月 18日開催予定】 

・治水協定の締結 

・事前放流実施要領の提示・共有    など 

 

 

 

 

 

 

 

事前放流の運用開始 

資料 5 

（ダム管理者） 
実施要領に位置付けた操作規則・操作細則の変更 
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